
佐賀市カラスネット購入費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、ごみステーション（佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に

関する条例（平成１７年佐賀市条例第１３５号）第２条第２項第４号に規定する

「集積所」をいう。以下同じ。）の美化を図るため、カラスネットを購入するごみ

ステーションの管理を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において「カラスネット」とは、ごみステーションに集積されたご

み類がカラス、犬猫等により散乱する被害を防止するために、当該ごみ類を保護す

る目的で設置する網のうち、その被害を防止できる構造及び材質のものをいう。 

（補助金の交付対象） 

第３条 この補助金の交付の対象となるものは、佐賀市内の単位自治会（単位自治会

の一部でその区域が明らかに区別できる場合であって、市長が適当と認めるものを

含む。）であって、カラスネットを購入するものとする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、カラスネット１枚の購入費に２分の１を乗じて得た額（１００

円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。）とする。 

２ 補助金の最高限度額は、１４，０００円とする。 

（交付の申請及び実績報告） 

第５条  補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請団体」という。）は、佐賀

市カラスネット購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (1) 領収書その他のカラスネットの購入金額を証明する書類 

 (2) 購入したカラスネットを設置する場所の位置図 

 (3) その他市長が特に必要と認めるもの 

２ 補助金の申請は、カラスネットを購入した日が属する年度の末日（その日が佐賀

市の休日に関する条例（平成１７年佐賀市条例第２号）第１条に規定する市の休日

に当たるときは、その前日）を超えてすることはできない。 

３ 同一年度内において申請団体が申請できるカラスネットの数量は、当該申請団体

が管理するごみステーション１か所につき１枚とする。ただし、市長が特に認める

場合は、この限りでない。 

（交付の決定及び確定） 

第６条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請を適当と認めたときは、

補助金の交付を決定及び額を確定し、その旨を佐賀市カラスネット購入費補助金交

付決定通知書兼確定通知書（様式第２号）により当該申請団体に通知するものとす

る。 



（補助金の交付） 

第７条 補助金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。 

２ 前条の規定による通知を受け、前項の規定により補助金の交付を受けようとする

申請団体は、速やかに佐賀市カラスネット購入費補助金交付請求書（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。 

（交付の取消し又は返還命令） 

第８条 市長は、補助金の交付を受けた団体がこの要綱に基づく市長の指示に違反し

たときは、補助金交付の取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることがで

きる。 

（補則） 

第９条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１５日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

佐賀市カラスネット購入費補助金交付申請書兼実績報告書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）佐賀市長 

 

申請団体名 

代表者住所 

氏名
フリガナ

 （署名） 

   ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。             

                電話  

 

 

佐賀市カラスネット購入費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、次の

とおり提出します。 

 

補 助 年 度            年度 

購 入 金 額                 円 

交 付 申 請 金 額                 円 

設 置 年 月 日       年    月    日 

添 付 書 類  

（備考） 

１ 補助金の額は、カラスネット１枚につき購入費の２分の１の額とする。ただし、

１４，０００円を限度とする。 

２ 補助金の額に１００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるもの

とする。 



様式第２号（第６条関係） 

 

佐賀市カラスネット購入費補助金交付決定通知書兼確定通知書 

 

    年  月  日 

 

               様 

 

 

佐賀市長              印  

 

 

    年  月  日付けで交付申請及び実績報告のあったカラスネット購入

費補助金の交付については、次のとおり決定及び額の確定をしたので、佐賀市カ

ラスネット購入費補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

補 助 年 度            年度 

目 的 及 び 内 容  

交 付 決 定 ・ 確 定 額                 円 

交 付 条 件  



様式第３号（第７条関係） 

 

佐賀市カラスネット購入費補助金交付請求書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）佐賀市長 

 

申請団体名 

代表者住所 

氏名
フリガナ

  （署名） 

  ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

電話 

 

佐賀市カラスネット購入費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、次のと

おり請求します。 

 

補 助 年 度            年度 

交 付 請 求 金 額                 円 

振 

 

込 

 

先 

金融機関名  支店等  

口座の種類 普通 ・ 当座 口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 


